
 

 

 

令和５年第２回定例会 

防災環境産業委員会資料 
 

                                         頁 

１ 最近の経済・雇用情勢について ··································· ２ 

 

２ 令和５年梅雨前線による大雨及び台風第２号による災害に係る 

被災中小企業への金融支援対策等 ··································· ３ 

（付託案件：第98号議案 令和５年度茨城県一般会計補正予算（第２号）関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

令和５年６月１６日 

産 業 戦 略 部 

 
 

産業戦略部資料 １－１ 

- 1 -



１ 最近の経済・雇用情勢について  

 

（１）「月例経済報告」における基調判断（令和５年５月25日：内閣府） 

・ 景気は、緩やかに回復している。  

・ 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな

回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れ

が我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、金融資本市場の変動等

の影響に十分注意する必要がある。 

 

 

（２）茨城県金融経済概況（令和５年６月７日：日本銀行水戸事務所） 

・ 県内景気は、既往の資源高や、海外経済減速の影響などを受けつつも、新型コロナウイル

ス感染症の影響が和らぐもとで、基調としては持ち直している。  

・ 主要支出項目をみると、輸出は、海外経済減速の影響などから、足もとでは弱めの動きと

なっている。国内需要の面では、個人消費は、物価上昇の影響を受けつつも、感染症の影響

が和らぐもとで、持ち直している。住宅投資は弱含んでいる。公共投資は横ばい圏内の動き

となっている。設備投資をみると、３月企業短期経済観測調査結果（茨城県）では、2022

年度は前年度を上回る見込みであり、2023年度も前年度を上回る計画となっている。この

ような内外需要を反映して、生産は、海外経済減速の影響などから、足もとでは弱めの動き

となっている。 

・ この間、雇用・所得環境をみると、全体として緩やかに改善しつつある。 

・ なお、金融面をみると、預金、貸出ともに増加した。貸出約定平均金利は上昇した。 
 

【個人消費】   4月の百貨店・スーパー販売額は、3か月振りに前年を上回った。5月の乗用車新車登録台数は、 

5か月連続で前年を上回った。家電販売は、物価上昇を背景とした消費者の生活防衛意識の強まり 

などから、弱含んでいる。 

【生   産】   3月の鉱工業生産指数（原指数）は、2か月振りに前年を下回った。海外経済減速の影響などから、

足もとでは弱めの動きとなっている。 

【輸   出】   海外経済減速の影響などから、足もとでは弱めの動きとなっている。 

 

 

 

（３）雇用情勢（令和５年５月30日：総務省「労働力調査」、厚生労働省「一般職業紹介状況」） 

  ※完全失業率と有効求人倍率の季節調整値は、毎年1月分結果公表時に、過去に遡って改訂 

 

 

 

 R4.9月 10月 11月 12月 R5.1月 2月 3月 4月 

完全失業率（％） 

      （季節調整値） 
2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.6 2.8 2.6 

完全失業者数（万人） 

       （原数値） 
187 178 165 158 164 174 193 190 

有効求人倍率 

（季節調整値） 

全国 1.32 1.34 1.35 1.36 1.35 1.34 1.32 1.32 

茨城県 1.49 1.50 1.52 1.52 1.50 1.52 1.46 1.41 
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２ 令和５年梅雨前線による大雨及び台風第２号による災害に係る被災中小企業 
への金融支援対策等 

 
（１）県内中小企業の被害状況（令和５年６月12日時点） 

団体名 被害業者数（件） 推計被害額（千円） 

鉾田市 27 85,000  

取手市 6 14,628  

かすみがうら市 3 120,084  

茨城町 3 2,300  

石岡市 3 300  

龍ケ崎市 2 119,450  

その他の市町村 6 2,600  

合 計 50 344,362  

※ 商工会・商工会議所・市町村を通じて、被害状況調査を実施。 

※ 今後、被害件数及び推計被害額は増加する可能性がある。 

 

 

（２）被災中小企業に対する支援について 

（付託案件：第98号議案 令和５年度茨城県一般会計補正予算（第２号）関係） 

被災した中小企業の緊急的な資金需要に対応するため、災害対策融資に「令和５年大雨及び

台風第２号災害特例」を創設するとともに、中小企業の負担軽減のため、信用保証料補助や利

子補給を実施するもの 
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主要事業等の概要（案） 

 
 産業政策課  

事業名又は議案の 

名 称 

令和５年梅雨前線による大雨及び台風第２号による災害に係

る被災中小企業への金融支援対策 
１ 予 算 額 ２２７，４１６千円 

中小企業融資資金貸付金  ２１７，０００千円 

中小企業信用保証料助成費   ８，５７６千円 

緊急対策融資利子補給事業費   １，８４０千円 
２ 現況・課題 ○大雨及び台風第２号により被災した中小企業者に対し、資金調

達支援など金融面からの支援を行う必要がある。 
３ 必要性・ねらい ○被災した中小企業者の緊急的な資金需要に対応するため、災害

対策融資に「令和５年大雨及び台風第２号災害特例」を創設し、

予算額２億１７百万円により新規融資枠６億５千万円を確保。 
○また、融資利用者の返済負担を軽減するため、信用保証料や利

子への助成を、市町村とともに行い、被災中小企業の早期の復

旧・復興を支援する。 
４ 事業の内容 

 （事業フロー、 

年次別・全体計

画等） 

○災害対策融資（令和５年大雨及び台風第２号災害特例）の概要 
対象者 （ア）直接被害（罹災証明等を受けた者） 

（イ）間接被害（災害救助法適用地域で事業を

営み、被災後、売上高等の減少（20％以上）

について市町村長の認定を受けた者） 
融資限度額 設備：８千万円 

運転：８千万円 運転・設備併用：８千万円 
融資期間 設備：13 年以内（据置３年） 

運転、設備・運転併用：10 年以内（据置２年） 
融資利率 年 1.2％～1.6％ 
保証料率 対象者(ア)：0.45～1.9％ 対象者(イ)：0.9％ 
保証料助成 10 割 ５割 

 
○上記融資に係る利子補給事業の概要 
補給期間 ３年間 
融資利率 年 1.2％～1.6％ 
利子補給※ 10 割 

補給方法 利子補給を実施する市町村に対し県が補助 
※間接被害の場合、１千万円を越える部分は５割補給 

５ 参考事項 

 （過去の実績、 

他県の状況、 

関連データ等） 

〇過去の災害関係融資の実績 
・H27 関東・東北豪雨 907 件 10,522 百万円 (H27、H28) 

・R 元台風 15 号・19 号 557 件 6,869 百万円 ( R1、R2) 

〇災害対策融資（緊急対策枠） 

対象者 災害等により経営の安定に支障をきたしている中小企業者 

融資限度額 ３～５千万円 融資期間 ７～10 年（据置２～３年） 

融資利率 年 1.3～1.6％ 保証料率 0.45～1.9％（県５割補助） 
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被災した中小企業の負担軽減のため、災害対策融資の特例措置を適用するとともに、
信用保証料補助や利子補給を実施します。

中小企業融資資金貸付金／中小企業信用保証料助成／緊急対策融資利子補給

令和5年度 ６月補正予算案 P

【Ｒ5.6月補正予算額 227百万円】 産業戦略部産業政策課金融Ｇ（029-301-3530）

災害対策融資（令和5年大雨・台風第2号災害特例）
217百万円

信用保証料補助 8百万円

利子補給（3年間） 2百万円

：650百万円

：ア 直接被害
市町村長の罹災証明等を受けた者

イ 間接被害
災害救助法適用地域で事業を営み、被災後、
売上高等の減少(20％以上)について市町村長
の認定を受けた者

：設備・運転・併用8,000万円

：設備13年以内（据置3年以内）
運転・併用10年以内(据置2年以内)

：年1.2～1.6％

ア 直接被害：10/10補助(県1:市町村1)
年0.45～1.9％→0％

イ 間接被害:1/2補助(県1:市町村1)
年0.9％→0.45％

〇融資額1,000万円以内
10/10補給(県1:市町村1)

〇融資額1,000万円超
ア 直接被害

10/10補給(県2:市町村1)
イ 間接被害

1/2補給(県2:市町村1)

新規融資枠

融資対象者

融資限度額

融 資 期 間

融 資 利 率

※なお、右記の信用保証料補助及び利子補給を活用可
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様式２ 

前回の委員会以降の主な事務事業の概要 

                                  産業政策課  

  項  目 
 「茨城県と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金

を受け取る権利の放棄に関する条例」に係る権利放棄について 

１ 目 的 

自主再建が困難となった中小企業者に対し、「中小企業の事業再生等に関するガイ

ドライン」における手続きを利用して策定された事業再生計画等に基づいて債務整理

を行うことで、債務者の事業再建を支援する。当該債務整理に、茨城県信用保証協会

の保証付きの県制度融資が含まれる場合であって、当該保証協会が求償権を放棄する

時は、県も条例に基づき、回収納付金を受け取る権利を放棄することで、中小企業者

の事業再生を促進する。 

 

２ 事業概要 

（１）放棄の相手方 

茨城県信用保証協会 

（２）放棄案件の概要 

ア 中小企業者  県内で宿泊業を営む中小企業者 

イ 経緯 

業績低迷により自主再建が困難となったため、「中小企業の事業再生等に関

するガイドライン」における「再生型私的整理手続」を利用して事業再生計画

を作成。スポンサー企業に事業を譲渡することで事業再生を図る。 

ウ 対象となる債務 

債 務 融資実行 融資額 残 額 

災害対策融資 H25.9.26 16,800千円 1,680千円 

新型コロナウイルス感染症対策融資 R2.7.20 30,000千円 30,000千円 

   エ 茨城県信用保証協会が求償権を行使して取得する場合の回収金の額 

1,204,660円 

   オ 茨城県が受け取る権利を放棄する回収納付金の額 

1,011,871円(※) 

(※) 茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく損失補償割合に応じた額 

   カ 回収納付金を受け取る権利を放棄した日 

令和４年６月21日 

（３）根拠条例 

    茨城県と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取

る権利の放棄に関する条例（平成23年条例第55号） 

 

３ 事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

※保証協会が「④求償権」を放棄する時は、県も「⑥回収納付金」を受け取る権利を放棄する 
 

 

中小企業者 

金融機関 

保証協会 茨城県 

①債務不履行 ②代位弁済 

④求償権 

⑤回収金 

③損失補償 

⑥回収納付金 
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主要事業等の概要（案） 

 
 中小企業課  

事業名又は議案の 

名 称 

 
 特別高圧受電施設等電気料金支援事業【新規】 

１ 予 算 額  
１，７６５，０００千円 

２ 現況・課題  電気料金が高騰する中、低圧及び高圧受電施設は国の「電気・

ガス価格激変緩和対策事業」により支援の対象となっているが、

特別高圧受電施設等は対象外となっている。 
 

３ 必要性・ねらい  国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧で受電する

中小企業（商業施設等の入居テナント含む）等に対し、電力・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して、電気料金

の一部を支援する。 

４ 事業の内容 

 （事業フロー、 

  年次別・全体計    

  画等） 

  

 

○概要 

項目 内容 

対象期間 ２０２３年４月～９月分 

対象施設 ・特別高圧で受電する中小企業（約４０件） 

・商業施設等に入居するテナント（約８５０件） 

※大企業を除く 

・病院（３件） 

※地方公共団体が管理する施設を除く 

支援単価 ３．５円/kWh（９月分のみ１．８円/kWh） 

 ※国が支援する高圧に準じた単価 

申請開始 ２０２３年７月末以降を予定 

 
 

５ 参考事項 

 （過去の実績、 

  他県の状況、 

  関連データ等） 

 

関東近県の同様事業の実施状況（補正予算額） 
○実施：神奈川県（約２１億円）・千葉県（約２０億円） 
    栃木県（約９億円）  
○未定：東京都・埼玉県・群馬県 
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電気料金が高騰する中、国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧で受電する中
小企業（商業施設等の入居テナント含む）等に対し、電気料金の一部を支援します。

特別高圧受電施設等電気料金支援事業（新規）

令和5年度 ６月補正予算案

【Ｒ5.6月補正予算額 1,765百万円】 産業戦略部中小企業課経営支援室（029-301-3550）

対象期間

特別高圧で受電する中小企業（商業施設等に入居するテナント含む）等、病院

支援単価

対象施設

２０２３年４月～９月分

３．５円/kWh（９月分のみ１．８円/kWh）
※国の支援単価（高圧）と同額

申請開始

２０２３年７月末頃～（予定）

P
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提出議案（条例は除く）の概要 

 
 中小企業課  

議案の名称  特定調停について（中小企業高度化資金貸付金（潮来 SC）） 

１ 現況・課題 ○ 中小企業者の経営基盤の強化を図るため、昭和 36 年度から、事業

協同組合等が行う共同店舗などの整備に対して、県と中小機構が連携

して、高度化資金貸付金事業を実施。 

○ 高度化資金を貸し付けていた協同組合潮来ショッピングセンター

が、開業後の社会経済情勢の変化などにより経営が悪化し、高度化資

金貸付金を完済できないまま、令和３年に破産。 
〇 残債権について、担保物件を競売により処分するとともに、連帯保

証人に保証債務の履行を請求したが、連帯保証人の資産調査を実施し

た結果、完済が不可能であることが確認されたことから、連帯保証人

と、法的手続きによる債権整理に向けた調整を進めてきた。 
○ 今年２月に、連帯保証人５名から、水戸簡易裁判所に県を相手方と

した特定調停の申し立てがあり、今年４月に、水戸簡易裁判所による

特定調停が開催され、調停条項案が示されたところ。 
年月 経緯 

H 2.11 

H 3. 4 

H13. 9 ～ 

H22. 9 ～ 

H30.11   

R 3. 1 

R 5. 2 

R 5. 4 

潮来ショッピングセンター開業 

県の貸付実行  

経営不振により償還額を猶予 

返済期限の延長 

破産申立 

破産手続完了 

連帯保証人 5 名が特定調停申立 

特定調停（第 1 回）開催 
 

２ 必要性・ 

ねらい 

 事業破綻により完済困難な貸付金について、裁判所による特定調停を

通じた透明、公平かつ適切な債権整理を進め、未収債権額の縮減を図る。 
３ 内  容 ＜調停条項案＞ 

連帯保証人は、破産法に基づく「自己破産」と同じ考え方のもと、保

有資産から自由財産（99 万円）を控除した額（保有資産がない場合に

は支払能力に応じた額）を、年内に支払えば、県は、残債務の支払い義

務を免除する。 

＜和解金見込額及び債権放棄見込額＞ 
貸付元高 貸付現在高 和解金見込額 債権放棄見込額 

1,086,407千円 443,054 千円 7,355 千円 435,699 千円 
 

４ 参考事項 ＜類似事例＞ R3.3 定例会提出議案 

○協同組合岩間ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ及び連帯保証人との特定調停について 
○協同組合ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ岩井及び連帯保証人との特定調停について 

○大子製菓協業組合連帯保証人との特定調停について 

貸 付 先 貸付残高 和解金額 債権放棄額 

岩間ＳＣ 123,122 千円 6,851 千円 116,271 千円 

ＳＴ岩井 297,269 千円 35,991 千円 261,278 千円 

大子製菓 145,452 千円 2,967 千円 142,485 千円 
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提出議案（条例は除く）の概要 

 
 中小企業課  

議案の名称  権利の放棄について（中小企業高度化資金貸付金（潮来 SC）） 

１ 現況・課題 協同組合潮来ショッピングセンターの連帯保証人については、今回特

定調停を申し立てた者以外に、自己破産や死亡後相続放棄され、回収不

能となった債権が存在。 

 

調停申立 自己破産 相続放棄 合計 

５名 ３名 １名 ９名 
 

２ 必要性・ 

ねらい 

今回、特定調停を申し立てた連帯保証人以外の、自己破産や死亡後相

続放棄され回収不能となった債権について、法令に沿った適切な債権管

理を行うため、権利を放棄する。 

３ 内  容  中小企業高度化資金貸付金（主債務者協同組合潮来ショッピングセン

ター、平成３年度貸付、残高 443,054 千円及びその違約金）の連帯保証

人４名（自己破産３名、相続放棄１名）に対する権利の放棄 

 
４ 参考事項 ＜債権の消滅事由＞ 

法律上、債権が消滅するのは、弁済（民法 474 条）、相殺（民法 505

条）、更改（民法 513 条）、免除（民法 519 条）、混同（民法 520 条）、消

滅時効の完成（民法 166 条ほか）などの場合であるとされている。 

 

⇒従って、自己破産や相続放棄の場合、債権は消滅しないことから、特

定調停と併せて権利の放棄を行う必要がある。 

 

 

- 8 -



様式２ 

前回の委員会以降の主な事務事業の概要 

                                  労働政策課  

  項  目  就職支援の取組について 

１ 目 的 

（１） いばらき就職支援センターで、専門のキャリアカウンセラーがキャリアカウ

ンセリングや就職相談、職業紹介などの一貫した就職支援を実施 

（２） 県内外の大学等と連携して、県内企業の魅力を広く発信し、学生の県内就職

の促進と県内企業の人材確保を支援 

（３） 求職者と県内企業のマッチング促進のため、各種面接会を開催 

（４） 県内企業の人手不足に対応するため、県内企業と外国人材とのマッチング支

援等を行うことで企業の人材確保を支援 

 

２ 事業概要 

（１）いばらき就職支援センターにおける就職支援 

県内６か所のいばらき就職支援センターにおいて、キャリアカウンセラー等の

専門の相談員によるカウンセリングや適性診断を実施した上で最適な就職先を紹

介する等、きめ細やかな支援を行っている。 
【実績】 

 件数 R5.4 末時点 R4（参考） 

就職支援 
利用件数 1,760 25,861 

就職件数 62 1,071 

労働相談 相談件数 60 758 

 

（２）学生の県内就職促進 ※R5.3月末時点 

ア 県内企業情報の提供・魅力発信 

（ア） 経営者随行インターンシップ 

   ・大学生を対象として、県内企業の魅力や企業活動の核心を体験できるプロ

グラムを提供 

   【Ｒ４実績】 

参加学生４５名（延べ８１名） 受入実施企業 １６社 

（イ） 高校生キャリア講座 

    ・進学前の早い段階から地域の企業への関心を高めるため、高校生を対象 

に、県内企業の若手社員による講話、企業研究などの講座を開催 

    【Ｒ４実績】 

高校１０校（参加生徒１,５０４名） 参加企業 延べ３４社 

（ウ） オンライン企業説明会、県外大学ＵＩＪターン就職説明会 

・学生に対して、県内企業の魅力や県内就職のメリットなどの情報 

発信 

・オンライン企業説明会 

【Ｒ４実績】実施１４回 参加企業２２８社 参加学生・保護者２２３名 

・県外大学ＵＩＪターン就職説明会 

【Ｒ４実績】実施３０回 参加人数１６１名 
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イ 企業の採用力強化 

 新卒採用に積極的な企業に対し、新卒採用のトレンドや、企業の魅力訴求力 

向上、効果的なプレゼン法、ウェブ上での情報発信等のノウハウを伝えるとと

もに、実践まで支援 

    【Ｒ４実績】参加企業数５０社 講座（連続２回）及び実践支援を実施 
 
(３) 就職マッチング機会の提供 

求職者と県内企業のマッチング促進のため、各種就職面接会を開催 

【就職面接会実績（R4 実績）】 

 開催数 企業数 参加者数 

チャレンジいばらき就職面接会 

（新卒向け） 
５ ３６７ ４５２ 

元気いばらき就職面接会 

（中途向け） 
９ １６６ ２２１ 

計 １４ ５３３ ６７３ 

 

(４) 外国人材の受入れ促進 ※R5.3 月末時点 

茨城県外国人材支援センターにおいて、県内企業からの相談対応や、県内で就

労を希望する外国人材と県内企業とのマッチング支援等を行っている。 

ア 県内企業から外国人材活用に関する相談対応 

【実施状況】延べ相談件数 1,035 件(企業 773 件、外国人材 262 件) 

イ 外国人材の採用に向けた各種イベントの開催 

（ア）外国人雇用に関する企業等向けセミナー 

【実施状況】開催数 18 回 参加者 535 名 334 社 

※9/6 ベトナムロンアン省代表団来県記念ベトナム人材受入れ促進セミナー 

83 社等 118 人が参加(Web 参加者含) 

（イ）国内外の大学等と連携した就職説明会・面接会・視察ツアー等 

【実施状況】大学等 11 校(国内 8 校、国外(モンゴル・ベトナム)3 校) 

学生 510 名 企業 36 社 

ウ 外国人材確保件数 

     52 件（外国人材支援センターの関与により県内企業における外国人材の確保

に繋がった件数） 

（内訳） 

   ・マッチング支援件数 29 件（外国人材と県内企業のマッチングを支援） 

   ・受入れ支援件数 23 件(外国人従業員の在留資格の切替え支援や採用選考支援等) 

エ その他 

介護人材育成・送出・受入プログラム「茨城県コース」によるベトナム人材の

受入れ(R4.10 開始) 
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主要事業等の概要（案） 

 
 産業人材育成課  

事業名又は議案の 

名 称 
 ＩＴパスポート等取得支援事業【新規】 

１ 予 算 額 
２４，２５１千円 

２ 現況・課題  生産年齢人口の減少やデジタル化・脱炭素化の進展により、産

業構造の抜本的な変革が見込まれる中、持続的に産業を発展させ

ていくためには、リスキリングの推進により、成長産業・分野へ

の円滑な労働移動の促進が重要である。 
３ 必要性・ねらい  社会人に共通して求められるデジタルリテラシーの習得を支

援するとともに、企業のリスキリング環境の構築を推進する。 
４ 事業の内容 

 （事業フロー、 

年次別・全体計

画等） 

 
補助対象者 従業員のリスキリングに取り組む県内企業等 
補 助 内 容 県内企業等が従業員に対し、以下の資格取得の

ための試験受験料や対策講座受講料を補助した

場合、その試験受験料及び講座受講料等の一部

を補助（ただし、合格した場合に限る。） 
 
【対象とする資格試験】 

・ＩＴパスポート試験 

・データサイエンティストリテラシーレベル 

検定（ＤＳ検定） 

・ジェネラリスト検定（Ｇ検定） 
補 助 率 
補助対象経費 

■補助率 

 中小企業：10／10、大企業：１／２ 

■補助対象経費 

 ①試験受験料 

 ＩＴパスポート試験： 7,500 円 

ＤＳ検定     ：11,000 円 

Ｇ検定      ：13,200 円 

②講座受講料等 

  講座、テキスト代 

※試験ごとに上限あり（60,000 円以内） 
 

５ 参考事項 

 （過去の実績、 

他県の状況、 

関連データ等） 

 

名 称 趣 旨 全国のＲ４合格者数  
（合格率） 

ＩＴパスポート試験 ＩＴに関する基礎的な知識

の検定 
119,495 人 

（51.6％） 

ＤＳ検定 データサイエンスの基礎知

識・事業活用能力の検定 
2,451 人 

（44.6％） 

Ｇ検定 ディープラーニングの基礎

知識・事業活用能力の検定 
13,586 人 

（64.5％） 
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生産年齢人口の減少やデジタル化・脱炭素化の進展により、産業構造の抜本的な変革が
見込まれる中、労働生産性の向上を図るため、従業員のデジタルスキル向上に取り組む企
業を支援します。

ＩＴパスポート等取得支援事業（新規）

令和5年度 6月補正予算案

【Ｒ5.6月補正予算額 24百万円】 産業戦略部産業人材育成課人材育成Ｇ（029-301-3653）

＜事業内容＞

補 助 対 象 者 従業員のリスキリングに取り組む県内企業等

補 助 内 容

県内企業等が従業員に対し、以下の資格取得のための試験受験料や対策講座受
講料を補助した場合、その試験受験料及び講座受講料等の一部を補助（ただし、
合格した場合に限る。）

【対象とする資格試験】
・ＩＴパスポート試験
・データサイエンティストリテラシーレベル検定（ＤＳ検定）
・ジェネラリスト検定（Ｇ検定）

補 助 率
補助対象経費

■補助率
中小企業：10／10、大企業：１／２

■補助対象経費
①試験受験料
ＩＴパスポート試験： 7,500円
ＤＳ検定 ：11,000円
Ｇ検定 ：13,200円

②講座受講料等
講座、テキスト代 ※試験ごとに上限あり（60,000円以内）

P
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様式２ 

前回の委員会以降の主な事務事業の概要 

                                 技術革新課  

  項  目  ベンチャー支援の取組について 

１ 目 的 

  優れた技術シーズの発掘・事業化から定着までを一貫して支援し、本県から世界に

挑戦するベンチャー企業の創出や育成を図る。 
 
２ 事業概要 

（１）ＴＳＵＫＵＢＡ
ツ ク バ

 ＣＯＮＮＥＣＴ
コ ネ ク ト

の取組 
  ○起業家や投資家、研究者など、様々な分野の方が交流し、新たな事業展開や投資

の呼び込みを目指す交流プログラムを令和２年度から開催。 
 
 ア 令和５年度の取組 

日程 計12回開催（毎月第３金曜日） 
場所 つくば市内（ｃｏ－ｅｎ、つくばスタートアップパーク等） 
内容 起業家ピッチ、ネットワーキング、ディスカッション 等 
実績 開催回数：２回 参加者：計350名  （平均175名） 

テーマ：スポーツテック（4/21）、宇宙（5/19） 
次回 
開催 

日程：令和５年６月16日（金）18時～21時（つくば市） 
テーマ：オープンイノベーション（研究成果の社会実装に向けた取組） 
主な登壇者：㈱AIST Solutions 宮下 東久 氏 

㈱アグロデザイン・スタジオ 西ヶ谷 有輝 氏(農研機構出身) 
 

イ これまでの実績・成果（令和２～４年度） 
（ア）開催実績・成果 

開催 開催回数：48回 参加者：計6,932名（平均144名） 
件数 マッチング：217件（投資相談、協業・事業開発に向けた相談など） 
主な

事例 
○㈱みらい創造機構（投資機関）が、㈱つくば研究支援センター内に 

相談窓口を設置し、研究シーズの事業化等を支援。 
○県内起業家らが自発的に、（一社）つくばベンチャー協会を設立し、 

各自の経営ノウハウやネットワークを共有。 
 

（イ）「Ｊ－ＳＴＡＲＴＵＰ」への選定 
  ○経済産業省が、実績ある投資家や大企業の新事業担当者等の外部有識者からの

推薦に基づき、グローバルに活躍する潜在力のある企業を選定し、集中支援。 
  ○令和５年４月に、県内の３社が新たに選定。 

 
（参考）選定された３社の概要 

企業名 事業内容 

㈱Closer
クローサー

 食品生産ラインに活用される小型ロボットの開発 

㈱Thermalytica
サ ー マ リ テ ィ カ

 超軽量、高断熱、耐火性を持つ断熱材の開発 

㈱ｴﾏﾙｼｮﾝﾌﾛｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 溶媒分離技術を活用したレアメタルリサイクル 
  ※選定企業数（令和５年４月現在）：全国238社（東京都156社、茨城県４社） 
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（２）ものづくり企業とベンチャー企業・研究者の交流会の取組 
  〇新製品の開発や新事業の創出に向けて、優れた技術力を持つ県内ものづくり企業 

と、独創的なアイデアを持つベンチャー企業、最先端技術を有する研究機関等と 
のマッチング交流会を開催。 

 
ア 令和５年度の取組（年３回を想定） 
実 績 第１回：令和５年６月14日（水）、参加者：67社、96名 

※第２回以降は、調整中 
場 所 つくばスタートアップパーク（つくば市吾妻2-5-1） 
内 容 ものづくり企業10社によるピッチ、交流会 

［特色］ 
・昨年度を踏まえ、マッチング精度を高めるため、実績が多かった 

試作品製造の技術力を持つものづくり企業にフォーカス。 
 ・共同開発や量産化等に発展させる観点から、大手企業（研究開発部門 

等）にも広く周知。 
   
 イ 主な実績・成果（令和４年度） 

実  績 開催：２回、参加者：延べ80社、146名 
成  果 試作品製造７件、共同研究１件、商談開始14件 

［主な事例］ 
 ・モリブデンを活用した電子部品  

・AI研究用自動打音装置 
・機能性材料を活用した断熱冷蔵ケース 
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様式２ 

前回の委員会以降の主な事務事業の概要 

                                 技術革新課  

  項  目  茨城地酒振興事業について 

１ 目 的 
本県の日本酒産業は、国内外の鑑評会で数多くの賞を受賞するなど、その技術力

が高く評価されている一方で、課税移出数量は全国26位にとどまっており、知名度
が低い状況にあるため、新たな日本酒の開発支援や集中的なプロモーションなどを
実施することで、本県産日本酒のブランド力向上及び需要の喚起を図る。 

 
２ 事業概要 
（１）日本酒若手蔵元活性化プロジェクト 
   県内の酒蔵の若手から斬新なビジネスプランを公募し、外部審査員を交えた審

査により、４酒蔵のプランを採択した。 
採択したプランに対して、実現に必要な経費の１／２の補助金の交付及び有識

者による伴走支援を実施し、令和５年３月28日にプロジェクトの成果を発表した
。 

 
 ア 製品概要及び出荷状況 

酒 蔵 岡部(名) (株)月の井酒造店 (株)武勇 吉久保酒造(株) 

製品名 松盛 竜伝説 
和の月 生酛 

SPARKLING 
Buyu Cycle イバフォレ 

コンセ

プト 

竜神峡に伝わる竜
の伝説を日本酒で
表現。 

日本酒の伝統的製
法である「生酛」と
オーガニックを掛
け合わせた日本酒。 

自転車に乗った後
、その日を思い出
しながら飲んでい
ただく日本酒。 

茨城の間伐材を日
本酒に浸し、木の
香りによるリフレ
ッシュ効果を楽し
む。 

製品

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出荷

本数 

(5月末 

時点) 

250本  
〈内訳〉 
300ml：250本 

６月下旬販売開始
予定 

1,040本  
〈内訳〉 
720ml：960本 
300ml： 80本 

909本  
〈内訳〉 
1,800ml： 24本 

720ml：384本 
300ml：501本 

 
 イ 今後の展開 
   本プロジェクトにより開発された製品について、各種メディアへの集中的な

パブリシティを引き続き実施していくほか、イベント等の機会をとらえたプロ
モーション活動を継続していく。 

 
（２）いばらき地酒バー水戸の移転リニューアル後の状況 
   令和４年11月１日に移転リニューアルした「いばらき地酒バー水戸」は、リ

ニューアルオープンから７か月で延べ50,569人の来客があった。 
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 ア いばらき地酒バー水戸の来客数 

年月 
営業 
日数 

来客数 
年月 

営業
日数 

来客数 
延べ 1 日あたり 延べ 1 日あたり 

R4.11 30日 8,372人 279人 R5.3 31日 8,297人 268人 

   12 31日 7,814人 252人    4 30日 5,959人 199人 

R5. 1 30日 6,687人 223人    5 31日 5,770人 186人 

    2 28日 7,670人 274人 計 211日 50,569人 215人 

 
イ 今後の展開 

  一般的に日本酒の需要が落ち込む夏季に向け、新たなメニューの提供などに

よる集客を図りつつ、酒蔵フェアなどのイベントを随時実施していき、いばら

き地酒バーを活用した本県産日本酒の情報発信に努めていく。 
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主要事業等の概要 

 
 科学技術振興課  

事業名又は議案の 

名 称 
アンモニアサプライチェーン構築実行可能性調査事業【拡充】 

１ 予 算 額 
２０，０００千円 

２ 現況・課題 
水素・アンモニアは、カーボンニュートラルの実現に向けた突

破口となるエネルギーの一つとして期待されており、国が本年２

月に閣議決定した「ＧＸ実現に向けた基本方針」では、ＧＸ経済

移行債を活用して、大規模かつ強靭なサプライチェーンを構築す

るとされている。 

３ 必要性・ねらい 
カーボンニュートラル燃料拠点の形成に向けては、国において

対象地域を選定し、今後 10 年間で戦略的な拠点整備を行う見通

しであることから、本県が燃料拠点に採択されるよう、アンモニ

アサプライチェーン構築に係る実行可能性調査を実施し、早急に

具体化を図る必要がある。 

４ 事業の内容 

 （事業フロー、 

年次別・全体計

画等） 

本県を起点とする広域アンモニアサプライチェーンの構築に

向けて、内航船や貨車等による広域輸送に必要な設備や課題等の

調査を実施する。 
 
【内 容】 

アンモニアサプライチェーン基盤・設備整備に係る初期調査 
 
＜当初＞輸入バース及び共同貯蔵タンク適地調査 
＜拡充＞国内におけるアンモニア輸送方法調査 

 
【委託先】 
   アンモニアの供給・輸送等にノウハウのある民間事業者等 

５ 参考事項 

 （過去の実績、 

他県の状況、 

関連データ等） 

〇アンモニアサプライチェーン構築・利用ワーキンググループ 
【目的】 

・カーボンニュートラル燃料拠点申請に向けた体制整備 
・アンモニアサプライチェーン実装に向けたインフラ整備・ 

実証スケジュール等の具体化 
 
【取組】 
・アンモニアサプライチェーン基盤・設備整備に向けた企業間

連携促進とフィジビリティスタディ組成 
 
【スケジュール】 

・令和５年３月 24 日設置 

・年３回程度開催（第１回：６月予定） 
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本県を起点とする広域アンモニアサプライチェーンの構築に向けて、内航船や貨車等に
よる広域輸送に必要な設備や課題等の調査を実施します。

アンモニアサプライチェーン構築実行可能性調査事業

令和5年度 6月補正予算案 PP

【Ｒ5.6月補正予算額 20百万円】
産業戦略部技術振興局科学技術振興課

研究開発推進Ｇ（029-301-2499）

【内容】

アンモニアサプライチェーン基盤・設備整備に係る初期調査

○輸入バース及び共同貯蔵タンク適地調査【当初】

○国内におけるアンモニア輸送方法調査【拡充】

本県をカーボンニュートラル燃料拠点ハブとして、

他地域への輸送方法を調査し、最適なＳＣデザイン

の基礎情報を収集

＜調査項目＞

必要設備と設備導入費用イメージ

設備導入・運用に関する規制

導入に向けた課題等の整理 等

【委託先】

アンモニアの供給・輸送等にノウハウのある民間事業者等

サプライチェーン構築イメージ

常陸那珂
エリア

鹿島
エリア内陸

エリア

近隣県へ

NH 3

輸送方法検討
・内航船
・貨車
・ローリ
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様式２ 

前回の委員会以降の主な事務事業の概要 

 

                                     科学技術振興課  

  項  目  「いばらきスペースサポートセンター」の開所について 

１ 目的 

  県内企業の宇宙ビジネスへの参入を一層促進するとともに、県内宇宙関連企業の新製品開発

や受注拡大、JAXAや宇宙ベンチャー等との協業などのビジネス展開を推進するため、宇宙ビジ

ネスに関する企業等からの相談に専任のコーディネーターがワンストップで対応する常設の支

援拠点「いばらきスペースサポートセンター」を開所する。 

 

２ 「いばらきスペースサポートセンター」の概要 

（１）開 所 日：令和５年６月１日（木） 

（２）場 所：つくば研究支援センター内（つくば市千現２丁目１番６） 

（３）開所時間：平日10時から16時（年末年始等を除く） 

（４）体 制：JAXAや衛星開発に携わる大手電機メーカーでの勤務経験や、コーディネーター

業務を通じて豊富な企業支援経験を有する専任コーディネーター２名を配置 

（５）主な活動内容 

・新たな本県発宇宙ビジネスプレイヤーの発掘 

・JAXAや宇宙関連企業の連携・協業ニーズの発掘 

・JAXA・宇宙関連企業・県内ものづくり企業等のマッチング（受発注、共同研究等） 

・投資家等との連携による資金調達支援、競争的資金の獲得支援 等 

 

３ 「いばらきスペースサポートセンター」開所イベントの開催 

県内外の宇宙関連企業や団体、県内ものづくり企業等に同センターの開所を広くPRするた

め、国内有数の宇宙ベンチャーをはじめ宇宙ビジネスの最前線で活躍する方々を招き、開所

日（６月１日）に下記のイベントを開催 

（１）内 容 

・いばらきスペースサポートセンター及び専任コーディネーター紹介 

   ・講演 JAXA宇宙探査イノベーションハブ ハブ長 船木一幸氏 

株式会社アストロスケール 上級副社長 伊藤美樹氏 

セーレン株式会社 研究開発センター人工衛星グループ長 中村博一氏 

   ・ネットワーキング 

（２）参加者数：約60名 

（関係者除く） 

 

 
                     
                [株式会社アストロスケール伊藤氏の講演]                [会場内の様子] 
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令和５年第２回定例会 防災環境産業委員会資料 

 

県出資団体等改革工程表 

 

                                                   頁 

１ 株式会社ひたちなかテクノセンター【産業政策課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

２ 公益財団法人 いばらき中小企業グローバル推進機構【産業政策課】・・・・・・・・・・・・・・   ３ 

 

 

 

 

令和５年６月１６日 

産 業 戦 略 部 

産業戦略部資料 ３ 
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改革工程表２(年度別計画）

取り組むべき項目
経営の健全化

１.経営改善プランの推進

２.収益力の向上
 （1）新規入居企業獲得
　　　令和2年度期首入居率：64％

 （2）経費削減の徹底
 

 （3）利益の確保（収支の黒字化）

３.企業支援事業の強化
　(1)組織強化

  (2)新規事業の獲得

　(3)創業支援

４.計画的な修繕の遂行

 
５.進行管理結果の公表

　※注　　　　　　　　は対応時期(◆)が明確な事項を表示、　　　　　　は改革期間及び推進事項を表示、[　　　] は目標達成状況を表示

団体名：㈱ひたちなかテクノセンター 所管部局・課名：産業戦略部・産業政策課

令和２年度 令和３年度 令和４年度

　　 [経営改善委員会を毎月1回開催し、進捗 　　 [経営改善委員会を毎月1回開催し、進捗  [アクションプラン推進会議を毎月1回開催し、

　　　状況確認と今後の推進施策を検討] 　　　状況確認と今後の推進施策を検討] 　　　進捗状況確認と今後の推進施策を検討]

[78.0％] [81.6％] [87.4％]

[20,788千円] [8,489千円] [▲25,399千円]

（特別損失：444,000千円） [39,253千円] [40,486千円]

[△689,377千円]

　　に統合し、一体的な企業支援体制を構築]

[2件] [3件] [6件]

[4件] [7件] [11件]

[人材育成事業、デザイン事業を企業支援部 [新規事業開拓担当ＣＤ１名を配置] [新規雇用ＣＤなし]

[空調、受変電設備更新] [中長期修繕計画(5ヵ年)に基づく [中長期修繕計画(5ヵ年)に基づく

　　　　　　　　　　　　点検の実施] 点検の継続実施、及び緊急修繕対応]

経営改善プランの着実な推進及びＰＤＣＡによる進行管理

入居率：70％ 入居率：75％ 入居率：80％

経費削減：20,000千円 経費削減：2,000千円 経費削減：1,000千円

空調設備・電気設備更新

毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、ホームページなどで公表

税引後当期利益：△436,000千円 税引後当期利益：10,000千円 税引後当期利益：11,000千円

新規事業：2件

起業件数：3件

新規事業：2件 新規事業：2件

起業件数：3件 起業件数：3件

施設の長寿命化に向けた定期的なメンテナンスの実施

組織改編（企業支援部の強化） 自社新規ＣＤの配置 自社新規ＣＤの増員

- 2 -



改革工程表２(年度別計画）

取り組むべき項目
経営の健全化

１.コンプライアンス体制の強化

　（１）コンプライアンス研修会の実施

　（２）コンプライアンス勉強会の実施

２.実効性のある人事評価
　（個別面談の実施）

３.管理費等の抑制

４.自己収益比率の増加

 
５.進行管理結果の公表

　※注　　　　　　　　は対応時期(◆)が明確な事項を表示，　　　　　　は改革期間及び推進事項を表示

      ［61人］（累計104人）　　 　　　　 

［12.9％］

［43人］

［延べ49人］

  ［6月 県議会報告］   ［6月 県議会報告］
     　 ［6月 県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ公表］      　 ［6月 県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ公表］

［34.5％］ ［37.8％］

［延べ54人］

  ［延べ68人］（累計117人）

［10.9％］

［延べ54人］(累計108人)

所管部局・課名：産業戦略部・産業政策課

令和３年度 令和４年度 令和５年度

団体名:(公財)いばらき中小企業グローバル推進機構

コンプライアンス体制の強化・充実

管理費比率：13％ 管理費比率：12.5％ 管理費比率：12％

毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、ホームページなどで公表

自己収益比率：39％ 自己収益比率：40％ 自己収益比率：41％

研修会参加者26人 研修会参加者：26人（累計52人） 研修会参加者：26人（累計78人）

勉強会参加者：延べ48人 勉強会参加者：延べ48人（累計96人） 勉強会参加者：延べ48人（累計144人）

面談実施者：延べ36人 面談実施者：延べ36人（累計72人） 面談実施者：延べ36人（累計108人）
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令和３年度包括外部監査結果報告への対応【抜粋】 

 

 

 

テーマ：債権(県税に係るものを除く。）の管理に関する財務事務の執行について【中小企業課】 

 

 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 １ ６ 日 

産 業 戦 略 部 

産業戦略部資料 ４  
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（様式３－１） 
令和３年度包括外部監査結果報告への対応 

監査のテーマ 
債権(県税に係るものを除く。）の管理に関する財務事務の執行について 

担当部・課 

産業戦略部中小企業課 

指 摘 事 項 の 概 要 指 摘 事 項 に 基 づ く 措 置 等 
 中小企業高度化資金貸付金は、税外延滞債権額の約 67.5%を占めているの

も事実であり、また、分割納付を認めることにより正常先に分類されている

８組合等に対する債権が約 22 億円あり、この中には時間の経過により延滞

債権化する可能性がある債権が含まれている。 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、債務者の経営環境はさらに

厳しくなっているが、事業継続の意思を有し、分割納付を継続している債務

者に対しては、経営面、財務面からも指導・助言を行う重要性が増している

と考える。 
 所管課にあっては、中小企業高度化資金貸付金については、茨城県におけ

る税外延滞債権の約 67.5%を占めていること、正常債権の中に延滞債権化す

る可能性がある債務者が存在することを認識し、会計検査院の平成 16 年度

決算結果報告に対する検討結果などを参考に、より適切な債権管理を図られ

たい。 

正常債権については、完済に向けた経営改善のため、貸付先組合の経営状

況を把握するとともに、中小機構とも密接に連携を図りつつ、中小企業診断

士などの専門家派遣や条件の変更等、経常状況に配慮した償還を実施するな

ど、適切な債権管理を行っている。 
 延滞債権については、事業継続中の組合に対して、債務確認書の徴取や分

納等により、債権の時効管理を徹底するとともに、担保物件については、不

動産鑑定価格以上で処分し、債権管理回収を進めている。 
 既に破綻した組合に対しては、令和元年度に設置した弁護士等の専門家で

構成する第三者委員会において、各連帯保証人の保有資産に応じた支払い金

額の妥当性等について、協議を行い、連帯保証人の事業活動や生活にも配慮

しながら、調停や和解などの制度を活用し、貸付金の最大限の回収を図るな

ど債権整理を適切に進めている。 
 令和３年度に延滞先３組合の連帯保証人と特定調停で和解し、債権の一部

を回収するとともに、残債について、債権放棄の手続きを進めたことにより、 
未収債権の圧縮に努めたところであり、今後も計画的な債権整理に取り組ん

でいく。 
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